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「白井市庁舎整備基本計画（案）」  パブリックコメント意見及び回答（案） 
ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 

1 
 

なるべく金をかけずに。 市の財政については、決して余裕がある状況

ではありません。 

また、今後の財政状況も高齢化に伴い税収が

下がり、一方、社会保障関係の費用は増えてい

く見込から、楽観視できない状況です。 

基本計画書（案）では、予定事業費として約

３４億円（税抜き）を見込んでいるところです

が、第６章 6-3 に記載した通り、建設コストの

縮減は、今後の基本設計における課題として捉

えているところです。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 白井市庁舎整備に関する検討委員

会がおこなわれていたのは存じていま

したが、Ｃ案に決まり公表されたことに

驚いています。パブリックコメントは

Ａ、Ｂ、Ｃ案のどの案を支持するかの意

見を求め、それらの意見を参考にして検

討委員会で議論を深め、最終案の決定を

行うべきだと思います。 
最近の建設工事費は２年前と比べ２

割以上高い状況が続いています。その原

因は工事量の増大と専門技術者不足に

よるものです。私は設計等に携わる一級

建築士ですが、各案で示されている概算

工事費は本当に実情を踏まえたものか

と思います。私の経験から、Ａ案が最も

短い工期で最も安価だと思います。Ｃ案

は既存庁舎で執務しながら上層階を解

体するもので仮設工事に相当な人工数、

機材、期間が必要で工事費もかなりかか

ると思われます。また、躯体、設備等の

既存改修にも多額の費用がかかります。 
 
 
 

① 建設費は平成 25年 10月 1日時点の基準単

価等を基に算出しました。（基準単価とは、新

築工事については「国土交通省の平成 26 年度

新営予算単価」、改修工事については「国土交

通省の平成 26 年度の施設特別整備（特別修繕）

単価」を指します。） 
基準単価に無いものについては、見積りに県

の実勢率を参考に査定したコストを基本とし、

類似事例実績値も一部採用しています。 
修繕・更新費については国土交通省監修の

「平成 17年版建築物のライフサイクルコスト」

に基づき、竣工後 50 年間の修繕・更新費用を

算出しました。 
以上の比較検討結果については第４章 4-3 の

概算ＬＣＣ比較表（表４－２）に記載の通りで

す。 
 その他多様な視点から総合的に判断してＣ

案が新庁舎の整備手法として最も適当である

と判断しました。（第４章 4-4 比較検討の結果参

照） 
 なお、減築解体については、周辺への騒音や

振動による影響が少ないブロック解体を想定

していますが、先に建設する新築庁舎や隣接す

る保健福祉センター内の会議室（一時仮事務

所）へ、人や機能を移転後、人が居ない状況で

行う考えです。 

① 今回のパブリックコメントは最終案の決定

をおこなうために実施しているものです。 
したがって、庁舎整備基本計画も(案)としており

ます。市民のご意見を参考にして、最終案の決定

をおこなうこととなります。 
 建設工事費の高騰が続いていることは承知し

ているところでございます。その要因の一つはご

指摘のとおりですが、そのほかに、建設投資の縮

減に伴う業界の長期不況の反動があり、建設業者

団体やその下請けである専門工事業者団体が、揃

って、適正価格での受注を宣言しております。入

札による競争性が機能しない状況が全国的に拡

大していることは危惧しているところでござい

ます。 
 なお、建設費高騰の内容を精査いたしますと、

躯体工事費の高騰が際立っておりますが、仕上げ

や設備はほとんど変動しておりません。したがっ

て、減築改修案は既存躯体を利用することから、

インフレには極めて抵抗力のある手法と考えて

おります。この先、不透明ではありますが、発注

方法等の検討も予定しているところでございま

す。 
建設工事費の内訳は、Ａ案の建物単体は約 31

億で、免震・解体・外構・付帯仮設費が約 7.4 億

となっております。Ａ案とＣ案の比較において、

既存庁舎（Ｂ1、地上 8 階、延≒9,000 ㎡）解体と

【回答（案）の修正あり】 

 今回のパブリックコメントは、基本計画を決定する為の

参考とすると共に、基本計画の次の段階となる基本設計の

参考とするため実施しています。 

 基本計画で示している建設工事費の算定にあたりまし

ては、平成 25 年 10 月 1 日時点の基準単価等を基に算出し

ました。（基準単価とは、新築工事については「国土交通

省の平成 26 年度新営予算単価」、改修工事については「国

土交通省の平成 26 年度の施設特別整備（特別修繕）単価」

を指します。） 

基準単価に無いものについては、見積りに県の実勢率を

参考に査定したコストを基本とし、類似事例実績値も一部

採用しています。 

 建設工事費の内訳は、Ａ案の建物本体は約 32.9 億で、

解体・外構・付帯仮設費が約 5.6 億となっており、Ｃ案で

は、建物本体は約 27.7 億で、解体・外構・付帯仮設費が 

約 2.7 億円となっています。 

 

【修正なし】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題２
平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２４ 日
白井市庁舎建設等検討委員会

「ご意見」欄は、原文転記を基本としていますが、多項目のご意見をまとめて

頂いている場合には、①②③等の項目分けをさせていただきました。 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 また、昨今の建設費の高騰については承知し

ているところですが、実際の建設時点の状況を

予測することは困難であることから、今回の比

較検討での建設費及び修繕・更新費の算出にお

いては考慮していませんが、第６章 6-3 に記載

の通り、基本設計に向けての課題として、今後

の社会情勢や物価の変動には注視する必要が

あると捉えています。 
 

駐車場の大幅な変更工事及び仮駐車場の計で、

Ｃ案より約 3.0 億円増、更にＣ案が既存躯体を利

用することから地業・免震・躯体及び設備費等で

Ｃ案より約 5.0 億円増となり、合計≒8 億の差額

となります。 
 工期につきましては、従来の工期算定におい

て、1 ヶ月/フロアーが効率的工期とされておりま

した。面積が大きい場合は技術者や技能工の現場

投入人数を増やして対応してまいりましたが、ご

指摘のとおり、技能工（特に鉄筋工・型枠工）が

不足している現状では投入人数で調整する考え

方を変える必要性があろうか思われます。また、

躯体工期が全体工期に大きく影響いたしますの

で、新築躯体面積が小さい減築案は鉄筋工・型枠

工不足の現状を考慮すると工期短縮につながる

と考えております。 
Ａ案の場合（6 階建）、平均基準階面積（延面積

÷階数）が 1800 ㎡程度になります。また、Ｃ案

新築棟の場合（5 階建）平均基準階面積 1,100 ㎡

となります。 
Ｃ案の工期を 1 ヶ月/フロアーとした場合、Ａ案は

1.2～1.4 ヶ月/フロアー程度とするのが技能工不

足を反映した工期と思われます。この仮定におい

て全体工期を概算しますと、 
準備、杭工事、土工事、基礎工事、地上階工事、

解体、駐車場・外構工事の概略工期は、Ａ案（現

庁舎解体後、駐車場・外構工事）16～18 ヶ月程

度、Ｃ案（既存上部解体と既存下部改修は同時施

行）は 17～20 ヶ月程度となり、大差ないと考え

られますが、建設業界動向や解体・改修工法によ

っては大幅に変動することが考えられます。 
今後は不透明なところがあり、業界の動向等を注

視する必要があると捉えております。 
基本設計においては工期短縮も課題としており

ます。 
 

Ａ案とＣ案の比較において、Ａ案は既存庁舎（Ｂ1、地

上 8 階、延床面積≒9,000 ㎡）解体と駐車場の大幅な変更

工事及び仮駐車場の計で、Ｃ案より約 2.9 億円増、更にＣ

案は既存躯体を利用することから、地業（土工事）・免震・

躯体及び設備費等でＣ案より約 5.2 億円増となり、合計≒

8 億円の差額となります。 

 また、建設後の修繕・更新費については国土交通省監修

の「平成 17 年版建築物のライフサイクルコスト」に基づ

き、竣工後 50 年間の修繕・更新費用を算出していますが、

改修部分についても長寿命化を施すことから、Ａ案Ｂ案Ｃ

案の差は僅かなものとなります。 

これらの費用（ライフサイクルコスト）の他、動線計画

や工事期間中の業務への影響等も踏まえ、最終的にＣ案を

採用することといたしました。 

（第４章、4-3「概算 LCC 比較」参照） 

 建設工事費の高騰が続いていることは承知していると

ころですが、現状を精査いたしますと、躯体工事費の高騰

が際立っているものの、仕上げや設備はほとんど変動して

いない状況が見られます。 

 従いまして、減築改修案は既存躯体を利用することか

ら、インフレには極めて抵抗力のある手法と、現時点では

考えているところですが、今後の社会情勢や物価の変動に

は注視する必要があると捉えています。 

（第６章、6-3「基本設計に向けての課題の抽出」参照） 

 また、減築解体については、一般的な地上解体に比べ高

額ではありますが、周辺への騒音や振動による影響が少な

いブロック解体を想定しています。また、先に建設する新

築庁舎や隣接する保健福祉センター内の会議室（一時仮事

務所）へ、人や機能を移転後、人が居ない状況で既存庁舎

を解体・改修することから、仮設の事務所等の経費につい

ては、軽減できるものと考えています。 

 なお、建設工期につきましては、現庁舎の耐震性の不足

を一刻も早く解消しなければならないことや、電気・機械

設備の老朽化が著しいことから、出来るだけ短縮を図るよ

う、発注方法や施工方法も含め基本設計の中で検討してい

く予定です。 

（第６章、6-3「基本設計に向けての課題の抽出」参照） 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 ② 廃棄物の量は、既存解体面積が多い

ほど廃棄物の量が多いと考えられてい

るようですが、既存建物の鉄骨鉄筋コン

クリートはコンクリートと鉄に分けそ

れぞれ再生、再利用されていますので、

解体の量だけが環境に負荷を与えるも

のではありません。 
 
 
 

② 廃棄物を再生する場合には、エネルギーを

必要とすることから廃棄物の発生量が少ない

ほうが環境に与える影響は小さいものと考え

ています。 

また、建物を長寿命化して可能な限り長く使

用することによっても環境に与える影響を小

さくすることができると考えています。 

 なお、基本計画書には、長寿命化について追

加記載をいたします。 

 【当初回答（案）のとおり】 【計画書の修正あり】 
Ｐ１４ 表４－４  

「建設に伴う廃棄物の量」 

  ↓ 

「建設に伴う環境への影響

（廃棄物の量、施設の長寿

命化）」 

 

③ 私としては北環状線に面した駐車

場エリアにＡ案を建設したほうがよい

と思います。既存庁舎部分は駐車場等に

すれば無理のない計画ができると思い

ます。保健福祉センターは来場者にとっ

ては目的が明確であり、本庁舎との連携

についてはあえて渡り廊下で繋がなく

ても良いと考えます。 

③ 市民の利用が多い窓口が保健福祉センタ

ーにも配置されており、ここを利用する高齢者

や体が不自由な方からは、雨の日の移動などに

おいて大変不便をきたしているとの声も多数

寄せられています。 

窓口のワンストップ化等についても検討し

ているところではありますが、集約できる業務

にも限界があるため、保健福祉センターとの連

携を改善することは市民サービス向上を実現

する上で重要な要素であると考えています。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

④ これからの白井市は高齢化により

人口が減少する方向にあります。市の将

来を考えると工事費等の借入金を少し

でも減少させることが必要です。そのた

めには執務スペース、会議室等を徹底的

に見直し（例えば議場と会議室の兼用

等）、建設する床面積を減少させる工夫

が必要と思います。 
 

④ 第６章 6-1 に記載の通り、庁舎のコンパク

ト化は基本設計での課題として捉えていると

ころです。 

また、第３章 3-2 の基本方針（５）に記載の

通り、議場や委員会室の休会中の有効利用が図

れるよう多機能化についても検討するなど、無

駄のない効率的な庁舎を目指します。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
3 印西警察署は遠いので、役所に警察が

入ることは歓迎します。地震も心配で

す。できるだけ早く役所を建設してくだ

さい。 

現在の庁舎は、旧耐震基準に基づき設計され

ていることから現在の耐震基準を満たしてい

ません。 

当庁舎は、災害時の指揮命令を司る災害対策

拠点として位置づけていますが、耐震性能の不

足から、震災に対しては不安定な状況にありま

す。 

また、電気・機械設備の老朽化が著しく、一

部はメンテナンス部品の供給切れが生じてい

るなど、些細な故障でも庁舎機能に著しい支障

を及ぼしかねないことが懸念されます。 

更には、警察機能の充実に関しても、多くの

市民から望まれているところから、建設工期の

短縮は、今後の基本設計での課題としても捉え

ているところです。 

（基本計画（案）の第６章 6-4、参照） 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

4 白井市庁舎整備基本計画（案）を見ま

した。 
新築棟には行政面で必要不可欠の事

務所が最優先されると思います。それは

当然ながら、市民の文化活動、自然災害

（地震）対応のスペースを是非お願いし

ます。私は 80 才ですが、幸い自力で動

けます。そして唯一の楽しみは水彩画サ

ークルと囲碁です。年３回の発表会を目

標にしていますが、会場さがしに難渋し

ます。 
高齢化に対する介護、検診は有難い

が、その前に優先すべきことは生き甲斐

発見であり「文化」です。行政は「文化」

という言葉さえ忘れているかに見えま

す。しかし「文化」こそ生き甲斐であり

人間の尊厳です。健康増進、介護に力を

入れるのも人が生きてる喜びと緊張を

味わうためでしょう。延命だけに力を注

いでも幸福は得られません。生きている 

 市民ギャラリーの設置要望が多いこと、ま

た、現在駅前センターにある市民活動推進セン

ターが手狭であることから、基本方針「（６）

市民協働・市民活動に配慮した庁舎」に記載が

あるように、これらのスペースを庁舎に確保す

る方向で、事業費等を鑑みながら検討を進める

こととしています。 

 なお、これらの市民活動スペースについて

は、これまでの市役所には全くなかった機能を

新設することになることから、関係課担当職員

レベルによる重点事項に関する庁内検討組織

を設け、管理運営方法、セキュリティー対策、

利用料金等についても検討を進めているとこ

ろです。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 意味が無くなります。 

「文化」の向上を推奨し、楽しい人間関

係を作っていくのが市役所の第一の勤

めです。 
「文化センター」の文化祭に出展した事

があります。今は制約が多すぎて困って

います。 
書道、陶芸、手芸、文学、園芸、そして

絵画等が気楽に簡便に発表しあえる部

屋が必要です。災害対応の多目的室と重

複するのも良いでしょう。 
現代は人間関係欠如の重大問題をかか

えています。それは「文化」を忘れてる

からです。 
白井市が「文化最優先都市」と呼ばれ、

日本中が見に来る市にして下さい。文化

こそ人を救う唯一のものだからです。 
 

    

5 庁舎整備がＣ案「減築改修＋新築案」

採用となったことを支持します。さて、

基本設計に向けてのコメントは以下の

通りです。 
① 新築棟の免震について：この地域は

堅固な地盤と評価されている。これに加

え地上５階建ですから、免震までは不要

です。コストを更に抑えて下さい。 
 

① 庁舎については、地震等災害時において、

災害対策の拠点として十分機能を発揮できる

と共に、市の通常機能が極力失われることの無

いようにする必要があると考えています。 

第６章の基本設計に向けての課題の抽出

6-2 でも記載しているように、構造形式の選定

にあたっては、想定震度等計画地の特性につい

て整理した上で、求められる耐震性能、要する

費用等から比較検討していきます。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

  



 
- 6 - 

 

ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 ② 新築棟のデザイン：事務所ビル風

（立方体）のシンプルな形状が良い。複

雑な形状は地震の影響を受け易い、各所

で雨漏り、修繕費用が膨大、周辺景観と

調和しない。白井らしさは周辺のまちづ

くりの中で創造するもので、庁舎に求め

るものではない。 
③ 新築棟のデザイン：イメージ図で新

築棟の壁面にガラス板が多用されてい

るが、ガラスは地震に弱く２次災害の原

因となる。また、夏は直射日光で冷房は

効かない、冬は冷気が伝わる、パソコン

への外光の入り込みなどデメリットが

多く、適切な採光スペースとすべきで

す。 
 

②③ 外観デザインの検討は基本設計で行い

ます。コスト、機能性、周辺環境との調和等の

多様な視点から検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

④ 議会関係室：新築棟５階がすべて議

会関係とされているが、議場、控室、会

議室などの使用頻度、並びに必要とされ

る設備機器を考えると建築棟に配置す

べきです。 
⑤ 議会関係室：議場の構造はフラット

とし、職員机、議員机は資料、ノートパ

ソコンなど十分に置け、隣人に迷惑を掛

けないで質疑が出来るスペースとすべ

きです。 

④⑤ 議場については、第３章基本方針の（５）

で記載している通り、バリアフリー化や情報化

を図り、市民の声が集約される議会機能を確保

した庁舎を目指していきます。 

また、第６章 6-1 に記載している通り、議場

の適正な規模の設定や閉会時の有効活用につ

いては、基本設計での課題として捉えており、

議会からの代表議員と関係課職員とによる検

討組織（議場等検討委員会）を設け、委員会室

等関係諸室も含め、効率性、機能性、要する費

用等も踏まえ協議検討を進めています。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

⑥ 空調設備：一括空調設備は避け、局

所的空調設備とし、市販空調機を多用す

るなど工夫をして下さい。 
 

⑥ 空調方式を含む設備システムの仕様等に

ついては、イニシャルコスト、ランニングコス

ト、環境への影響、機能性等の視点から、今後

の基本設計の中で総合的に検討していきます。 

（当初回答（案）の修正意見） 

 エネルギーマネージメントシステムの一環と

して、検討することを記載する。 

 空調方式等については、エネルギーマネージメントシス

テムの一環としてイニシャルコスト、ランニングコスト、

環境への影響、機能性等の視点から、今後の基本設計の中

で総合的に検討していきます。 

【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 ⑦ 駐車場：今でも、駐車場外に駐車し

ている状況なので、警察署分庁舎が新た

に加わると、駐車できなくなり、極めて

不便な市役所となることが心配される。

駐車場のスペース確保に十分配慮して

ください。 
 

⑦ 今後の基本設計におきましては、外構計画

についても検討する予定であることから、駐車

場に関しては効率性・安全性等を踏まえ考えて

いく予定です。 

また、隣接する文化センターの駐車場につい

ては、大きなイベント等が無い時には、比較的

空いている状況もみられるので、これらを有効

活用し易い環境整備についても検討していき

ます。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【計画書の修正あり】 
Ｐ８基本方針（２）全ての

利用者にやさしい庁舎 

③利用者にやさしいグラン

ドデザインの３項目め 

原案「・効率的な配置で必

要な駐車台数を確保しま

す。また、駐車場から庁舎

出入口までの動線の安全性

に配慮します。」 を 

「・効率的な配置と隣接す

る文化センター駐車場との

相互活用等により駐車台数

を確保します。また、駐車

場から庁舎出入口までの動

線の安全性に配慮します。」

に修正する。 

 

⑧長期修繕計画：従来、市の施設に計画

的修繕はなく、壊れたら修繕しているよ

うに聞いています。今後は、長期修繕と

緊急補修を各々予算化すべきです。これ

は、小学校・中学校にも言え、白井市の

長期財政の見通しにも影響を及ぼしま

すが。 

⑧ 千葉ニュータウン開発等に伴い建設され

た多くの公共施設が老朽化することに対応す

るため、市では、平成２３年度からストックマ

ネジメントシステムを導入し、計画的な営繕へ

の取り組みを始めたところです。 

この中では、個別管理から一元管理へ移行

し、また、事後保全から予防保全へ転換するこ

とにより、施設の長寿命化や改修等経費の平準

化などを目指しています。 

また、施設の保全にあたっては、適切な対策

を適切な時期に施していくことが重要と考え、

平成２４年度の特定目的基金の見直しにおい

て白井市公共施設整備保全基金を創設し、休眠

状態であった土地開発基金から一部資金を移

動することにより、財源面からも準備を進めて

いるところです。 

※次ページへ続く※ 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
  なお、今後２０～３０年後には、多くの施設

が建替えの時期を迎え、莫大な財政負担が予測

されると共に、少子高齢化等の社会環境の変化

に対応して施設機能も変化させていく必要が

あることから、保有する公共施設を総合的に把

握し、財政運営と連動しながら管理・活用する

仕組みについても検討していく必要があると

考えています。 

 

   

6 委員のみな様及び職員のみな様のこ

の間のご努力と見識あるＣ案採用を高

く評価しております。 
市民と職員にととって機能的で使い

やすく、安全な庁舎であれば良いわけで

すので、必要最小限のものを充足させた

経済的かつシンプルな施設を望みます。 
① 建築及び維持管理コストを可能な

限り縮減できる案に 
 

① 基本計画（案）の第３章3-2基本方針の（９）

で記載している通り、ライフサイクルコストの

抑制に配慮し、将来に渡り市民の親しみと良好

な職場環境が経済的に持続可能（サスティナブ

ル）な庁舎を目指していきます。 

 

 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

② 耐震グレードは、地盤の良い立地条

件から等級２（耐震安全性Ⅱ類）で 
 

② 基本計画（案）の第６章 6-2 に記載してい

る通り、重要度係数の設定や構造形式の選定

は、今後の基本設計での課題として捉えていま

す。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

③ その他、市民、職員の健康及び体力

保持と電気料金節減を図るために、利用

を促しやすい位置に階段を設置してく

ださい。最近の建物はエレベーターが中

心で、階段は隅で暗いという印象があり

ますので。同時に、当然検討されている

と思いますが、市民、特に高齢者や妊婦

さん、乳児を抱える方の利用が多い窓口

は１階、その他でも２階までに集中させ

るなどの工夫もしていただくと良いと

思います。 
 

③ 階段の配置等、プランの詳細は基本設計で

の検討事項となりますが、市民等来庁者の利用

が多い窓口関連の部署については、低層部分に

配置する予定であり、この部分は階段の利用も

多くなるものと考えています。 

この部分の階段については、明るく利用しや

すい計画にしていきたいと考えています。 

また、第３章の基本方針（２）に記載のとお

り、ユニバーサルデザインやワンストップサー

ビスの導入を図り、全ての利用者にやさしい庁

舎、効率的で働きやすい庁舎を目指していきま

す。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
7 減築改修棟＋新築棟＋うえるプラッ

トが繋がるレイアウトとなっており、導

線的にかなり改善されるものと期待し

ます。 
問題は庁舎への入路にかかる導線で、

現在の消防署からの正面出入口は非常

に視界が悪く、将来必ず事故が発生する

でしょう。抜本的な改良が必要です。 
一例の改良案ですが、入路は消防署側

とうえるプラット（現在閉鎖中）のみと

し、出路はこれまでの正面とする、など

です。 
この案でも「不便」をきたす事は明白

ですので、現在の公用車車庫を一部取り

壊して新たな「入出路」を広く設置する

事が考えられます。 

市役所の車両出入口について、以前は市役所

正面の道路（県道千葉ニュータウン北環状線）

から鎌ヶ谷方面・印西方面とも自由に出入りが

可能でしたが、平成２４年度に同道路が４車線

化され中央分離帯が設置されることになった

ため、鎌ヶ谷方面からの進入や印西方面への退

出が、正面出入り口からは出来なくなりまし

た。 

 この状況に対応するためには、それまで補助

的な出入口であった消防署側の通路を活用せ

ざるを得なくなったため、市役所と消防署の間

のＴ字路に信号機を新設し、当該通路の縦断勾

配を緩和するなどの改良工事を行った次第で

す。 

 当時、改善策を検討する段階においても、保

健福祉センター（ウェルプラット）側の出入口

を開放することや公用車車庫の移設などにつ

いても検討をしたところではありますが、敷地

内通行の安全性、高額な工事費、或いは今回の

庁舎整備計画が控えている状況などから現在

の形態になったところです。 

 今後の基本設計において、建物や駐車場の配

置が具現化してくる段階では、駐車場及び入出

路についても、効率性や安全性等を踏まえ検討

していく予定です。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

8 ① ２月８日（土）の基本設計（案）の

説明会においてＣ案は決定なのかとい

う質問に対して（案）の状況であり、パ

ブリックコメントを踏まえて決定しま

すと回答されているが、どの機関で正式

決定となるんでしょうか。 

① 庁舎整備計画の検討については、有識者や

公募市民で構成する「白井市庁舎建設等検討委

員会」、市役所各部署の担当職員で構成する「庁

舎改修庁内検討委員会」、市長、副市長、教育

長のほか各部長等で構成する「政策会議」の３

つの組織が関わっており、それぞれの役割は次

のとおりです。 

ア）白井市庁舎建設等検討委員会：当事業の諮

問機関。市からの提案（諮問）に対し、専門的

な視点や利用者からの視点をもって検討し、市

に対して意見（答申）を述べる役割を担う。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
  イ）庁舎改修庁内検討委員会：市の担当職員レ

ベルによる検討組織。改善策等について、各部

署間を横断的な視点から検討し、当計画へ提案

していく役割を担う。 

ウ）政策会議：市の意思決定機関。庁舎建設等

検討委員会、市民、議会、庁内検討委員会など

の意見等を踏まえ、最終的な意思形成を図る役

割を担う。 

 従いまして、基本計画については、最終的に

は「政策会議」において、決定することになり

ます。 

 

   

② 全国的にも庁舎建設の事例が多く

あるはずです、他自治体での建て替え実

例の検証、検討、報告があるんでしょう

か。 
 

② 事務局の管財契約課では、全国全ての情報

までは把握していませんが、県内で進められて

いる庁舎整備関連の事業については、情報収集

に努めています。 
情報量が膨大で、また、刻々と内容が変化し

ていくことから、庁舎建設等検討委員会の中で

は、必要に応じ、参考事例として紹介していま

す。 
 

② 平成 23 年度の庁舎整備検討委員会において

は、つくば市、印西市両庁舎視察を実施し、担当

者との意見交換をいたしました。更に 愛知県某

市の庁舎は低コストで高品質な庁舎建設を実現

した事例として詳細な分析をいたしました。これ

らにより得られた知見は建設等検討委員会に引

き継がれております。 

【回答（案）の修正あり】 

平成 23 年度の庁舎整備検討委員会においては、平成２

１年度に新築したつくば市及び平成２２年度に耐震改修

した印西市の庁舎を視察し、担当者との意見交換をいたし

ました。更に愛知県某市の庁舎は低コストで高品質な庁舎

建設を実現した事例として詳細な分析をいたしました。こ

れらにより得られた知見は建設等検討委員会に引き継が

れております。 

また、現在県内で進められている庁舎整備事業について

は、常に情報収集に努め、庁舎建設等検討委員会において

は、必要に応じ参考事例としています。 

 

【修正なし】 
 

 

③ 公共事業は、基本計画から発注段階

に従って事業費が増加することが多く

みられます。また、この３案での設計変

更リスク案が示されていません。市民か

らもわかりやすい事業費説明及びリス

クを示してください。 

③ 昨年度後半から高騰し続ける建設費の動

向もあり、庁舎建設等検討委員会の検討過程に

おきましても、計画過程における事業費の増加

を懸念する意見は多く、議論が重ねられてきま

した。 

今回の事業費算定にあたっては、原則として

平成２５年１０月時点の基準単価（国土交通省

平成２６年度新営予算単価等）により算定し、

今後の経済情勢の変化により費用が上昇した

場合には、的確に上昇要因を把握できるよう努 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
  めています。 

また、設計変更のリスクについては、不可視

部分等を想定して設計せざるを得ない部分が

多くなる既存改修工事が高くなるものと一般

的に考えられますが、今回の既存改修案（Ｂ案

及びＣ案）については、機械設備や配管のほぼ

全てを更新することになるものとしていたた

め、設計変更リスクは新築案と大差ないものと

考えたところです。 

 

   

④ 事業費償還の考え方が具体的に示

されていません。市の年度の一般支出に

占める割合と支出に与える影響をどう

見ているのか。努力方針はいらないの

で、具体的に示していただきたい。 

④ 今回の事業費はＡ案、Ｂ案及びＣ案を比較

検討するために、それぞれの規模や設備等を極

力統一して概算事業費として積算したもので

す。 

今後の基本設計においては、Ｃ案に基づき施

設の規模、機械設備の仕様、建物の構造形式等

を精査し、基本設計額を積算することとしてい

ます。 

また、各種補助金等の財源計画についても、

関係機関等と具体的な協議を進め、補助見込額

や借入金等（償還年や利率）についての計画を

定めていきます。 

なお、基本計画の財源計画では「地方債」及

び「千葉県市町村振興資金貸付金」の活用を想

定していますので、これらの借入金に関する用

語解説を追加いたします。 

④ 償還に関する意見であり、「今回の・・・積

算することとしています」は不要と思われる。 

【回答（案）の修正あり】 

今後の基本設計においては、Ｃ案に基づき施設の規模、

機械設備の仕様、建物の構造形式等を精査し、基本設計額

を積算することとしています。 

また、各種補助金等の財源計画についても、関係機関等

と具体的な協議を進め、補助見込額や借入金等（償還年や

利率）についての計画を定めていきます。 

なお、基本計画の財源計画では「地方債」及び「千葉県市

町村振興資金貸付金」の活用を想定していますので、これ

らの借入金に関する用語解説を追加いたします。 

 

 

【計画書の修正あり】 
用語解説に以下の２点を

追加します。 

「地方債」 

地方公共団体が財政収入

の不足を補うため、あるい

は地方公営企業の建設、改

良などの資金調達のために

行う借入金のうち、1 会計年

度を超えて返済される長期

借入金。 

「千葉県市町村振興資金貸

付金」 

千葉県内の市町村の健全な

発展を図るために、市町村

振興宝くじの収益金等を活

用し、市町村の財政支援の

ための貸付事業、交付金交

付事業、助成事業等市町村

を支援するための貸付金。 

 
⑤ 基本設計（案）ができた段階で市民

に説明すべき。特に事業費の精査、財源

の確保、返済と一般支出に与える影響を

具体的に示してほしい。 
※努力方針、検討方針はいらないので具

体的に、約束的に示してほしい。 

⑤ 基本設計（案）を策定した時点で、広く設

計案を公表するとともに、パブリックコメント

を実施する予定です。 

⑤ 「基本設計（案）を策定した時点で、設計案

及び事業費の財源、返済計画について広く公表す

るとともに、パブリックコメントを実施する予定

です。」とするべき。 

【回答（案）の修正あり】 

 基本設計（案）を策定した時点では、設計（案）の他、

事業費、財源及び借入金の返済計画等についても公表する

とともに、パブリックコメントを実施する予定です。 

 

【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
9 ① 「市庁舎改修の必要性」及び「Ｃ案：

減築＋新築」には、基本的に賛成です。 
ただし、必要面積 11,000 ㎡には疑問

を感じる。現状でもデッドスペースが多

く、レイアウトが良くない非効率な配

置。それよりも面積を増やす理由が国の

基準だけでは納得いかない。そもそも職

員１人当り 80 ㎡以上（2,400 ㎡／300
人）の執務室がなぜ必要なのか。80 ㎡

といえば家族 4～5 人が暮らすマンショ

ンの一室と同程度。無駄に広すぎる執務

室の面積は 50～70％に縮小するべき。 
 
 

① 現庁舎は、職員の執務室の他、議会関連の

部屋、会議室、書庫・倉庫、待合ロビー、レス

トランなどの構成で約９，０００㎡の規模とな

っています。 

今回の計画では、新たに加わる市民活動スペ

ースや防犯・防災機能の強化等を鑑み、概略面

積を１１，０００㎡と想定し整備手法の比較検

討等をしていますが、第６章の「基本設計に向

けての課題の抽出」に記載している通り、執務

空間や議場を適正な規模で設定すること、ま

た、文書のファイリングシステムを導入し所蔵

スペースを縮小すること等により、出来るだけ

コンパクトなものとしていく考えです。（基本

計画（案）資料編の表１－１参照） 

 

なお、今回の基本計画における執務室のスペ

ースについては、約２，６５０㎡と設定してお

り、これに対する職員数は２９０名で、職員一

人あたりの面積は、約９㎡となります。 

（基本計画（案）資料編の表１－１、表２－５

参照） 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 ② 新築部分の坪単価 100 万／坪も高

すぎる。これだけ大規模な建築物なの

で、ＲＣ構造で 70～80 万／坪程度が妥

当では？市場でのコスト感覚のある人

を委員会に入れるべき。 
財政難の市であることを念頭に総工

事費 30 億について、原案にとらわれず

20 億くらいまで圧縮するような工夫や

合理化策が望まれる。 
30 億は予算ではなく借金です。使い

切ろうとする役所意識ではなく、１円で

も残そうとする（借金を減らそうとす

る）努力が重要です。民間企業ならあた

りまえの意識を市職員には念頭に置い

てほしい。 
設計事務所や施工会社の言いなりに

なりがちだと思われる市の担当者や責

任者は、設計監理をうまく使いこなせる

くらい勉強してください。 

② 新築部の概算建設費については、国土交通

省の平成 26 年度新営予算単価を基に算出し、

単価設定の標準仕様には含まれない免震装置

費用等を加算して算出しています。 
第６章の「基本設計に向けての課題の抽出」

に記載している通り、建設コストの縮減につい

ては、今後の基本設計における課題として捉え

ており、無駄の無い合理的な設計を目指してい

く考えです。 

② 平成 23 年度の「庁舎整備検討委員会」にお

いて、複数の積算士資格者を含めた「積算分科会」

を設置してコストについては議論を深めてまい

りました。当時、整備検討委員会においても実勢

価格が、70 万台であることも把握できておりまし

た。その客観的データとして都心部、地方都市の

事務所ビルのテナント料と実勢建設費の相関性、

また、総務省の固定資産税評価実績における事務

所ビル建設費想定、低コストで高品質庁舎を実現

した他市庁舎の入札結果の詳細分析および建物

コストの変動要因（パラメーター：構造種別、地

下の有無、階高、平均基準階面積、外壁率、コア

率、平面細長比、ＥＶサービス面積率、凹凸、曲

面、仕上げグレード、設備計画）に基づいて詳細

分析して、低コスト実現の要因も把握いたしまし

た。これらの知見は平成 25 年度の「建設等検討

委員会」に引き継がれております。2 つの庁舎検

討委員会では多大な時間をコスト検討に充てて

おります。 
 参考価格（坪単価レベル）→基本計画価格→基

本設計価格→実施設計価格（発注予定価格）→落

札価格→実行価格と情報量が増え、その精度が高

まることによって徐々に価格低下するのが従来

の価格変動でした。平成 23 年度当時は実施設計

価格（発注予定価格）と落札価格（実勢価格）の

差額は 20～30％程度ありました。 
今回の価格はあくまでも、基本計画価格ですの

で設計が進むに従い価格が下がることが期待さ

れるところです。 
しかし、平成 24 年度から入札不調（予定価格が

低く落札者が決らない、入札参加者が無い）が増

大し、更に落札率も上がり、価格上昇には著しい

ものがあり危惧しているところであります。今後

の建設費を予測することには困難がありますが、

業界の動向に注視してまいります。 
新築部の概算建設費については、国土交通省の

平成 26 年度新営予算単価を基に算出し、単価設

【回答（案）の修正あり】 

② 平成 23 年度の「庁舎整備検討委員会」において、複

数の積算士資格者を含めた「積算分科会」を設置してコス

トについては議論を深めてまいりました。当時、整備検討

委員会においても坪あたり 70 万円台の事例が多数あるこ

とも把握できておりました。その客観的データとして都心

部、地方都市の事務所ビルのテナント料と実勢建設費の相

関性、また、総務省の固定資産税評価実績における事務所

ビル建設費想定、低コストで高品質庁舎を実現した他市庁

舎の入札結果の詳細分析および建物コストの変動要因（パ

ラメーター：構造種別、地下の有無、階高、平均基準階面

積、外壁率、コア率、平面細長比、ＥＶサービス面積率、

凹凸、曲面、仕上げグレード、設備計画）に基づいて詳細

分析して、低コスト実現の要因も把握いたしました。これ

らの知見は平成 25 年度の「建設等検討委員会」に引き継

がれております。2 つの庁舎検討委員会では多大な時間を

コスト検討に充てております。 

 参考価格→基本計画価格→基本設計価格→実施設計価

格（発注予定価格）→落札価格→実行価格と情報量が増え、

その精度が高まることによって徐々に価格低下するのが

従来の価格変動で、平成 23 年度当時は、実施設計価格（発

注予定価格）に対する落札価格（実勢価格）の率（落札率）

が 70～80％程度の事例も多数ありました。 

今回の価格は、あくまでも基本計画価格であることか

ら、従来の状況であれば、設計が進むに従い価格が下がる

ことが期待されるところですが、昨今の社会情勢の変化か

ら、労務単価や建設資材の高騰が続いており、全国的な傾

向として、建設工事の落札率が上昇し、中には入札不調（予

定価格が低く落札者が決らない、入札参加者が無い）も増

大するなど、危惧しているところです。今後の建設費を予

測することは困難ではありますが、動向に注視してまいり

ます。 

新築部の概算建設費については、平成 25 年 10 月 1 日時

点の基準単価等を基に算出しています。（基準単価とは、

新築工事については「国土交通省の平成 26 年度新営予算

単価」、改修工事については「国土交通省の平成 26 年度の

施設特別整備（特別修繕）単価」を指します。） 

【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
   定の標準仕様には含まれない免震装置費用等を

加算して算出しています。 
第６章の「基本設計に向けての課題の抽出」に

記載している通り、建設コストの縮減について

は、今後の基本設計における課題として捉えてお

り、無駄の無い合理的な設計を目指していく考え

です。 
学識、市民専門家や公募市民との協働により厳

しい検討を継続しており、設計事務所の言いなり

になることはありません。今後、計画が進捗しま

しても、各委員は竣工までの任期があり、建設等

委員会にはおいて適切な決定がなされるものと

考えております。 
工事監理につきましては、立会い検査等を充実し

て、品質確保に努めてまいります。 
職員といたしましては委員会を通して自己研

鑽に努めてまいります。 
 

また、基準単価には含まれない免震装置費用等について

は、見積りに県の実勢率を参考に査定したコストや類似事

例実績値を加算して算出しています。 

第６章の「基本設計に向けての課題の抽出」に記載して

いる通り、建設コストの縮減については、今後の基本設計

における課題として捉えており、無駄の無い合理的な設計

を目指していく考えです。 

本事業計画につきましては、幅広い意見を聴きながら推

進する為、市議会議員、学識経験者、公共的団体の代表者、

公募市民及び市職員、総勢２０名による庁舎建設等検討委

員会を設置し、ここを主体として検討しています。 

この委員会には、建築や環境など技術的な分野に関する

有資格者など、豊富な実務経験がある方も多数含まれ、専

門的な目からも厳しく検討していますので、設計事務所の

主導で検討しているのものではありません。 

平成２５年９月の基本計画及び基本設計業務委託の発

注にあたりましては、委託先について、委託料だけではな

く技術力も評価して選定することとしプロポーザル方式

を採用しましたが、当委員会から審査員を選抜し審査も行

っています。 

当委員会の任期は工事の竣工までとしていますので、今

後の設計・施工段階における様々な課題に対しても、適切

に解決していきたいと考えています。 

工事監理につきましては、立会い検査等を充実して、品

質確保に努めてまいります。 

また、職員といたしましては、委員会や設計事務所との

意見交換の経験を活かすなど、自己研鑽に努めてまいりま

す。 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
10 これ迄、白井市には市民ギャラリーが

なく「住んでよかった町」ではなかった

のですが、今回庁舎整備計画の基本方針

に市民ギャラリーを検討する事項とさ

れていて、これで近隣市と肩を並べられ

るものと喜んでいます。是非出展者、鑑

賞者双方が利用しやすいギャラリーを

実現され白井市の文化度向上に寄与さ

れますよう要望します。 
①多目的スペースとしての利用となる

ようですがなるべく大きな団体、大作を

展示できるスペースを確保してくださ

い。 

① 市民ギャラリーの設置要望が多く、また、

現在駅前センターにある市民活動推進センタ

ーが手狭であることから、基本方針の（６）「市

民協働・市民活動に配慮した庁舎」に記載があ

るように、これらの活動スペースを確保する方

向で、事業費等を鑑みながら検討を進めること

としています。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

② 防犯防災施設と隣接するようです

が、相互乗り入れ可能な間取りで、双方

ＰＲ効果の期待できるような有効かつ

広く利用できるようにしてください 

② 基本計画（案）資料編に記載されているゾ

ーニングについては、整備費用の概算比較をす

るため、概略配置したものです。 

なお、防犯拠点機能や市民ギャラリー等市民

活動スペースについては、夜間や休日の利用も

あるものと想定され、庁舎機能とのセキュリテ

ィーの区分けが必要になることから、これら

は、近くにまとめた配置になるものと想定して

いるところです。 

 具体的なプランや仕様等については、今後、

関係者からの意見等を参考にしながら検討す

ることになります。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

③ 照明・壁面・天井レール移動パネル等

展示向設備について類似施設を参考にし、

また、利用者の意見にも耳を傾けてくださ

い。 
④ 展示等の開催時は、土日祝祭日の利用

及び開閉館時刻など柔軟に運用して下さ

い。 
⑤ 展示等の開催期間は一展示につき最低

一週間以上はできるようにしてください。 
⑥ なお、適正な利用料は徴収すべきであ

り、政治、営利、宗教等特定な団体への貸

与は禁じて欲しい。 

③④⑤⑥ 市民活動スペースについては、これ

までの市役所には全くなかった機能を新設す

ることになることから、文化や協働に係る関係

課職員による重点事項に関する庁内検討組織

を設け、管理運営方法、セキュリティー対策、

利用料金等、多方面から検討を進めているとこ

ろです。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
11 白井市における役所庁舎はどうある

べきか、基本的に整備基本計画（案）は

的を得ない計画であります。近隣の印西

市・鎌ヶ谷市はそれぞれ独自に商圏を確

立し、それをシンボライズして成長をと

げる体制を確立しています。白井市はそ

の成長から取り残されました。 
ここで、基本計画（案）一面に表示さ

れるイメージ図自体、今後先細りする白

井市そのものを象徴するシンボルです。

白井市には明るい話題をさらうシンボ

ルは有りません。東京都街やその他地域

で白井市を説明しても、その位置すら理

解されません。唯一、日本で最初に狂牛

病が発見された市だよと言うと、ああ白

井市ねと納得します。 
このようなイメージしかない白井市、

東京のベットタウンでしかない白井市

を新庁舎は世間に認知させる最後の機

会かもしれません。 
その為にも、今回建設される市役所庁舎

は印西市・鎌ヶ谷市庁舎とは違う役割、

白井市の中心施設としてその役割をは

たす必要があります。 
そこで、出来うる限り高層とし、最上

階は３店程度のレストランを配置し（土

日祝日も）白井市民のみでなく近隣地域

の住民の憩いの場とし、新庁舎の活用を

図ることで白井市成長の基点と成り得

ると思います。 
屋上に太陽光パネルを敷き詰めるよ

りも、一般開放してスカイツリーと富士

山のツウショット、筑波山の遠景が展望

できる庁舎だと白井市民はもとより、近

隣住民に認知される庁舎にすべきです。 
現在の庁舎レストランも一般市民に

広く利用されています。特に高齢の方  々

計画案については、庁舎建設等検討委員会に

て検討を重ねた結果、第４章 4-4 の「比較検討

の結果」に記載の通り、ＬＣＣその他の視点か

ら総合的に判断してＣ案の「減築＋新築案」を

ベースに今後の基本設計を進めることとして

います。 

また、第３章 3-2 基本方針で記載の通り、庁

舎整備にあたっては「全ての利用者にやさしい

庁舎」「市民協働・市民活動に配慮した庁舎」「市

のシンボルとして市民が親しみをもてる白井

市らしい庁舎」を目指します。 

（当初回答（案）に追加） 

また、屋上から展望を得る空間の確保と両立可

能ですが、基本的には、（地球温暖化の影響が顕

在しつつある現在、）国家戦略の一つである低炭

素社会に向け、電力の逼迫している今日、庁舎整

備にあたり、省・創・蓄エネルギーを基本的にＩ

ＣＴ活用によるエネルギーマネージメントシス

テムの導入は必須です。 

従いまして、創エネの一環として再生可能エネ

ルギーの積極的活用は、優先すべき事項となりま

す。 

計画案については、庁舎建設等検討委員会にて検討を重

ねた結果、第４章 4-4 の「比較検討の結果」に記載の通り、

ＬＣＣその他の視点から総合的に判断してＣ案の「減築＋

新築案」をベースに今後の基本設計を進めることとしてい

ます。 

なお、第３章 3-2 基本方針で記載の通り、庁舎整備にあ

たっては「全ての利用者にやさしい庁舎」「市民協働・市

民活動に配慮した庁舎」「市のシンボルとして市民が親し

みをもてる白井市らしい庁舎」を目指します。 

また、屋上から展望を得る空間の確保と両立可能です

が、基本的には、（地球温暖化の影響が顕在しつつある現

在、）国家戦略の一つである低炭素社会に向け、電力の逼

迫している今日、庁舎整備にあたり、省・創・蓄エネルギ

ーを基本的にＩＣＴ活用によるエネルギーマネージメン

トシステムの導入は必須です。 

従いまして、創エネの一環として再生可能エネルギーの積

極的活用は、優先すべき事項となります。 

【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 の昼食といこいの場所として活用さ

れています。 
白井市民は壮年層・若年層だけでは

有りません。今後も増加する高齢層の

いこいの場としての機能も十分果た

す必要があります。その為には、すべ

ての市民が気楽に足を向け、ちょっと

役所に行って食事をしてくるかと、一

般市民に愛され、気軽に出向ける場

所、その上素晴らしい景観を満喫でき

る場所としての機能が必要です。 
その要求を満たすには、白井市庁舎整

備基本計画（案）では無理があります。

なにも旧庁舎を残す必要はありませ

ん。役所業務移転をスムースに行うた

めにも、新庁舎建設後の一括移転が最

良です。 
白井市庁舎整備基本計画（案）の新

築部分を高層化し、最上階は市民開放

のレストラン（一形態ではなく、最低

三形態程度）、屋上は土日祝日も一般

開放出来る庁舎にするべきと提言し

ます。 
健康福祉センターとの移動も、動線

の延長がなくスムースに行えます。現

庁舎の屋上から見る景観も捨てたも

のでは有りません。この景観を白井市

発展に利用することが必要です。 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
12 退職後に市認定のサークル活動をし

ておりますが、毎年１回文化会館にて

作品の展示が催されていましたが、諸

条件により展示の機会がなくなりまし

た。 
此の度の市庁舎計画案の中にアート

に関する常設展示スペース（小さなも

の）を設けて戴きますなれば、サーク

ル活動としての楽しみが生じてまいり

ます。尚示スペースとしますと設備の

メンテ費用等が発生して参りますので

有料にして戴くことが必要かと思いま

す。御検討賜りお願い申し上げます。 
 

市民ギャラリーの設置要望が多いことから、

基本方針「（６）市民協働・市民活動に配慮し

た庁舎」に記載があるように、市民ギャラリー

として活用できる多目的スペースを庁舎に確

保する方向で、事業費等を鑑みながら検討を進

めることとしています。 

 なお、庁舎における新たな機能となることか

ら、関係課担当職員レベルによる重点事項に関

する庁内検討組織を設け、管理運営方法、セキ

ュリティー対策、利用料金等について検討を進

めているところです。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

13 「白井庁舎整備基本計画（案）」を早

速見せていただきました。 
3 階、5 階建ては意外でした。今や風

光明媚な観光地ですら目障りな高層の

ホテルが建ち並ぶ時代。白井庁舎の完

成予想図の見た瞬間、そのゆったりし

た雰囲気にホッとしたものです。しか

も現庁舎を減築という工法で残すと聞

いては拍手喝采です。いずれにしても

雰囲気は文化会館、保健福祉センター

等との一体感が生まれ、広々とした緑

豊かな敷地を活かした“白井らしさ”

が自慢の地域となりそうです。 
① 一方で、白井駅から車で庁舎へ向

かう場合の道路が気になります。現在

の図書館前から消防署方面へ直角に曲

がる箇所もあり、その都度緊張して通

ることになります。他市から文化会館

へ来られた方も一様に立派な会館と道

路計画の落差に驚かれています。文化

会館と庁舎が分断されており、庁舎駐

車場等の整備と併せて見直していただ

けませんか。 

① 第３章基本方針（２）の「全ての利用者に

やさしい庁舎」に記載があるとおり、駅方面か

らの動線や庁舎と文化センターの動線等につ

いて、徒歩、自転車及び自動車などそれぞれの

視点から検討していくこととしています。 

また、隣接する文化センターの駐車場につい

ては、大きなイベント等が無い時には、比較的

空いている状況もみられるので、庁舎の駐車場

と相互に有効活用し易い環境整備を検討して

いく考えですが、その際に、周辺道路の安全面

などについても合わせて考えていきます。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 ② 駅前センター内の体育館のよう

な比較的元気な市民向けの部屋を新

庁舎に移設して、代わりに保育施設を

設けることはできないでしょうか。南

山に新保育所が建設されましたが、市

の端にあり不便と感じています。駅前

にあればと切実な思いで毎日送り迎

えしている若い市民は多いと思いま

す。私も願いが叶えば共働きの息子家

族を白井に呼び寄せたいと思います。 
 流山市がそうであるように、白井市

も若い人を呼び込むためのセールス

ポイントになるのではないでしょう

か。絶好のタイミングだと思われます

が。印西市の活気を指を咥えて見てい

るわけには行きません。新庁舎の１日

も早い完成を待ち望んでいます。 
 

② このたびの庁舎整備計画では、現在駅前セ

ンター内にある市民活動推進センターを移設

する方針で考えているところですが、新たな保

育所設置までは考えてはいません。 

 しかし、少子高齢化等により社会環境が変化

していると共に、今後２０～３０年後には千葉

ニュータウン開発等に伴い建設された多くの

公共施設が建替えの時期を迎え財政負担が危

惧されることから、公共施設に関する社会ニー

ズと財政運営を長期的な視点から捉え、管理・

活用していく必要があると考えています。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

14 私は東京都内の区役所に勤務し本

庁舎建設の業務も担当した経験から

次の意見を提出します。 
① 事業経費について 
Ｃ案でも３４億円を見込んでおり、

その大部分は借金である。最小の経費

で建設すること。市のシンボルとして

高層で華美の庁舎を求めている者が

いるようだが、とんでもないこと。た

かだか６万人の小さな人口の市に見

合った市民と職員の機能性を求めた

ものでよい。 
 

① 市の財政については、決して余裕がある状

況ではなく、今後についても、高齢化に伴い税

収が下がり、一方で社会保障関係の費用は増え

ていく見込から、楽観視できない状況です。 

基本計画書（案）では、予定事業費として約

３４億円（税抜き）を見込んでいるところです

が、第６章 6-3 に記載した通り、建設コストの

縮減は、今後の基本設計における課題として捉

えているところです。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

  



 
- 20 - 

 

ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 ② 庁舎（３棟）の配置について 

②-1 現状の庁舎（減築改修棟） 
必要最小限の改修にとどめ、大きな

変更は行わないこと。そして、日常あ

まり利用されない部門を配置するこ

と。議会関係、選管、監査、土木部門

のほか、大中小の会議室をこの棟に集

中しておくとよい。食堂も残す。特に

広くなる議場は固定席ではなく可動

式とし、閉会中は他に会議室等にも利

用できるようにしておく。 
 

②-1 減築改修棟の建築躯体については、資料

編４「既存躯体の長寿命化の検討資料」に記載

しているとおり、ここで適切な補修を行うこと

により、改修後５０年間程度の使用が見込める

ことがわかりましたので、このたびの計画では

躯体の補修を行い、内装や設備については、ほ

ぼ新築棟と同等に改修する予定で考えていま

す。 

各部署の配置プランについては、今後の基本

設計での検討事項になりますが、市民や職員に

とって使いやすく、また効率的で無駄が少ない

合理的な設計を目指していく考えです。 

また、第６章 6-1 に記載している通り、議場

の適正な規模の設定や閉会時の有効活用につ

いては、基本設計での課題として捉えており、

議会からの代表議員と関係課職員とによる検

討組織（議場等検討委員会）を設け、委員会室

等関係諸室も含め、効率性、機能性、要する費

用等も踏まえ協議検討を進めています。 

 

   

 

 ②-2 新築棟 
福祉部門も含めて、市民生活の窓口

を集中させる。１階部分の半分のスペ

ースは市民ホールとして広くとり、市

民の憩いの場的な開放感を持たせる。 
当然にワンストップサービスを提

供する窓口を並べる必要がある。 
常に会議室は不足してくるので、少

なくとも各部専用の会議室（２０～３

０人）を初めから配置しておくこと。 
特別職の部屋、庁議室など直接市民

に関係ないところは必要以上に広く

したり、華美にならないようにする。 

②-2 各部署の配置プランは、今後の基本設計

での検討事項になりますが、第３章 3-2 基本方

針で記載の通り、全ての利用者にやさしい庁舎

を実現する一つの方策として、利用者の多い窓

口を低層階に集約配置して利便性を向上する

ワンストップサービスを導入します。 

 また、会議室や相談室については、フレキシ

ブルに利用できるよう配慮すると共に、予約管

理の方法等、運用面についても検討していく予

定です。 

また、第６章の「基本設計に向けての課題の

抽出」に記載している通り、執務空間や議場の

他、各スペースを適正な規模で設定し、出来る

だけコンパクトな庁舎を目指します。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 ②-3 保健福祉センター棟 

市民を対象にした行政の事業を行

う場所として再編成する。市民活動セ

ンターのスペースも２～３の異なっ

た様式を考慮する。 

②-3 保健福祉センターについては、本庁舎と

窓口機能が離れ不便を来していることや、一部

事務室等では手狭になっている部分も生じて

いることから、第６章の「基本設計に向けての

課題の抽出」6-1 に記載している通り、庁舎と

保健福祉センターを合わせて、執務空間の規模

や各部署の配置等について検討することとし

ています。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

②-4 警察署の分庁舎の配置について 
私はこの案には反対であるが、取り入

れる場合は次に配慮すること。 
ア）設置は現在棟内とする。 
イ）市行政部門とは、はっきり区分す

ること。（入り口、トイレなど） 
ウ）行政部門の会議室等の使用は認め

ないこと。 
エ）駐車場のスペースもはっきり区別

すること。（警察の自動車） 
オ）市行政と警察の庁舎はそもそも別

のものであると認識すること。単純

に同居していればよいとの考えは

初めから持たないこと。 
 

②-4 警察機能の強化に関しては、多くの市民

が待望してきたものであり、このたびの庁舎整

備計画に合わせて庁舎内へ設置することで、関

係機関への要望及び協議をしているところで

す。 

 当該施設につきましては、市役所と開庁時間

が異なることなどから、一定の区分けが必要と

なりますが、全てを分けることは、不効率な面

も生じるものと考えられます。 

 なお、基本方針「（１）市民を守る防災・防

犯拠点としての庁舎」の「③防犯機能の強化」

について警察機能に関する取組について、記載

を追加します。 

 【当初回答（案）のとおり】 【計画書の修正あり】 
基本方針 

（１）市民を守る防災・防

犯拠点としての庁舎 

  ③防犯機能の強化 

  ・防犯機能の強化を検

討します。 

    ↓ 

（修正案） 

  ・防犯機能を強化する

ため、印西警察署の分

庁舎等の設置に向け、

千葉県警察本部と協

議を進めます。 

   ※警察署の分庁舎等

を市役所内に設置す

ることにより、白井地

域における事件・事故

への迅速・的確な初動

対応が図れます。 

   また、運転免許証の

住所変更等を行う窓

口として、市民の利便

性向上が図れます。 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
15 市庁舎を整備するに当たり重要な

要素は、財政的負担をいかに小さくす

るかであると思います。もちろん、職

員の方々にとっては使いやすく、住民

にも利用しやすいことを目指して欲

しいと思います。 
 現在の市庁舎・整備計画案を見て感

ずるところはいろいろありますので、

庁舎整備にあたっての希望・意見を述

べます。 
① 議会の設備について 
議場は稼働率が低いにもかかわらず

立派すぎると思います。周辺市を見て

も当市の議場は破格の立派さです。も

っと平面的にして、バリアフリーも考

慮し、稼働率を上げるために移動可能

な設備として、他の目的にも使えるよ

うにしてはいかがでしょうか。また、

市庁舎は職員の利便性を優先すべき

ですので、新庁舎部分は市の部課を充

て、保健福祉センターとの距離を短く

し、議会関連は旧棟でよいと思いま

す。 
 

① 議場については、第３章基本方針の（５）

において、バリアフリー化や情報化を図り、市

民の声が集約される議会機能を確保した庁舎

として掲げています。 

議場の位置、規模及び閉会時の有効活用につ

いては、第６章 6-1 に記載している通り、基本

設計での課題として捉えており、議会からの代

表議員と関係課職員とによる検討組織（議場等

検討委員会）を設け、委員会室等関係諸室も含

め、効率性、機能性、要する費用等も踏まえ協

議検討を進めています。 

また、各部署の配置プランについては、今後

の基本設計での検討事項になりますが、基本設

計にあたっては、同じく第６章 6-1 に記載して

いるとおり、既存庁舎を有効活用し新築棟のボ

リュームを抑えることとしています。 

市民や職員にとって使いやすく、また効率的

で無駄が少ない合理的な設計を目指していく

考えです。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

 ② 免震構造について 
新築棟への免震設備は不要です。先の

地震でも現庁舎がびくともしなかっ

たのですし、地盤が強固であるのは周

知のことです。 
 

② 庁舎については、地震等の災害時におい

て、災害対策の拠点として十分機能を発揮でき

ると共に、市の通常機能が極力失われることの

無いようにする必要があると考えています。 

第６章6-2の基本設計に向けての課題として

記載しているように、構造形式の選定にあたっ

ては、想定震度等、計画地の特性について整理

した上で、求められる耐震性能、要する費用等

から比較検討していきます。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
 ③ 特別職のスペースについて 

市長・副市長、教育長、議長・副議長

室、応接室など立派すぎると思いま

す。一般職員と同等の広さ、設備にす

べきです。 
 

③ 第６章の基本設計に向けての課題の抽出

6-1 で記載している通り、各執務空間の規模の

設定については、庁舎使用状況調査業務の結果

等を踏まえ検討していきます。 

 また、仕上げや設備の仕様等についても、無

駄が少ない合理的な設計を目指していきます。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

④ 発注は状況を見てから 
建設作業員が極端に不足してきてい

る現状で、工事を急ぐとものすごく割

高になると思います。設備が 
老朽化して困っていることはわかり

ますが、北総台地の安全性（直下で大

きな地震が起きることはない）を考え

ると、当面最低限の対策をして、東京

オリンピック関連事業が一段落した

ところで発注するようにしてはいか

がでしょうか。 
 
 

④ 現在の庁舎は、旧耐震基準に基づき設計さ

れていることから現在の耐震基準を満たして

いません。 

当庁舎は、災害時には情報収集及び指揮命令

を司る災害対策拠点として位置づけています

が、耐震性能の不足から、震災に対しては不安

定な状況にあります。 

また、電気・機械設備の老朽化が著しく、一

部はメンテナンス部品の供給切れが生じてい

るなど、些細な故障でも庁舎機能に著しい支障

を及ぼしかねないことが懸念されます。 

 今後の社会情勢や物価の変動については注

視する必要があると捉えていますが、出来るだ

け早期の完成を目指して検討を進めていきま

す。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

⑤ 警察機能の取り込みについて 
市庁舎内に警察署が同居しているという

話は聞いたことがありません。警察機能

を果たすためには、事務スペースをはじ

め駐車スペースも相当数必要になりま

す。（おそらくここは警察用と区切られる

ことになると思います）相手は県警です

から何かと遠慮しなければならないこと

になると思います。建設費を安く上げた

いと考えているのですから、警察スペー

スをとるくらいなら、その分小さくして

節約を考えるべきではないでしょうか。

警察署は県の責任で配置を考えるべきも

のと思います。警察機能を取り込む案に

は賛成できません。 

⑤ 警察機能の強化に関しては、多くの市民が

待望してきたものであり、このたびの庁舎整備

計画に合わせて庁舎内へ設置することで、関係

機関への要望及び協議をしているところです。 

 なお、警察機能に関わらず、庁舎整備事業に

あたりましては、市民や職員にとって使いやす

く、また効率的で無駄が少ない合理的な設計を

目指していく考えです。 

 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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ご意見 当初回答(案) 委員会意見等 最終回答（案） 計画書の修正（案） 
16 ① 高齢化が進み現役世代の税金に

頼る時代を迎えて、事業費の削減は待

ったなしと考えます。若い世代に借金

を残さないでください。 
② ベリーフィールド地区には市民

が集う施設すらない状況です。また、

保育施設の維持管理費の増大がこれ

からの自治体財政にとって重大課題

となっているのが全国的傾向と報じ

られております。庁舎は質素なほうが

市民の理解が得られる時代になった

と思います。私は質素な庁舎を他市の

知人に自慢したいとすら考えており

ます。 
③ 知人の自治体では財政状況を考

慮しない要求が市民から出されたそ

うです。建替えに便乗した市民からの

不要な要求には耳を貸さないように

してください。 
整備手法のＣ案、基本方針にも賛成い

たします。基本設計での課題解決に期

待します。 
 

①②③ 今回の基本計画の策定においては、整

備手法について長期的な視点（ライフサイクル

コスト）も踏まえ、Ｃ案（減築＋新築案）を選

定しました。 

なお、今後の基本設計におきましても、第３

章基本方針（９）の「市民の親しみと良好な職

場環境が経済的に持続可能（サスティナブル）

な庁舎」として掲げているとおり、ライフサイ

クルコストの抑制に配慮していく考えです。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

④ 委員会を傍聴した市民や議員さ

んからの情報ですと、白井は地震に対

しては大変恵まれた立地であること

を初めて知りました。子や孫にも自慢

できる白井に住んでよかったと話し

合っております。庁舎は恵まれた立地

条件を活かした計画としてください。 
 

④ 庁舎については、地震等の災害時におい

て、災害対策の拠点として十分機能を発揮でき

ると共に、市の通常機能が極力失われることの

無いようにする必要があると考えています。 

第６章の基本設計に向けての課題の抽出 6-2

でも記載しているように、構造形式の選定にあ

たっては、想定震度等計画地の特性について整

理した上で、求められる耐震性能、要する費用

等から比較検討していきます。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 

 

⑤ 用語解説集が市民に解りやすい

編集で大変良かった。 
⑥ 頑張ってください。期待しており

ます。 
 

⑤⑥ 今後の基本設計資料においても、市民の

皆様にわかりやすい資料づくりを心掛けてい

きます。 

 【当初回答（案）のとおり】 【修正なし】 
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庁舎建設等検討委員会委員からの意見 

 委員修正案等 事務局の考え 委員会意見等 計画書の修正（案） 

委

員 
① 基本計画（案）Ｐ７、建設に当たり最も基本的

な財政と費用の掲示が欠落している、これから具体

的な提案が委員会・パブコメ・その他より提案がで

てくる、その多くが追加要望が殆どと予想され費用

増大の要因となる。そのためにも委員会として白井

市の財政状況（現在・将来）を十分な理解して議論

をし、費用と財政の認識をし、このことを理念とし

て掲示する必要があります。 

提案内容  

「⑤白井市財政の現状と中長期財政状況を考慮した

庁舎」を追加 

① （財政状況及び将来見込については、第１２回委員会のなかで、

委員の皆様に概略説明をさせていただきます。） 

 Ｐ１０の基本方針（９）に、「市民の親しみと良好な職場環境が経済

的に持続可能（サスティナブル）な庁舎」と長期的な視点で経済性に

配慮することを明示しています。 
また、Ｐ１８～１９の「基本設計に向けての課題の抽出」において

も庁舎規模のコンパクト化、既存庁舎の有効活用、建設コストの縮減

等を捉えており、当事業を、経済性に配慮し進めることについて示

されていると考えます。 

 

 【修正なし】 

② 基本計画（案）Ｐ９（4）④福利厚生等に具体的

事項の追加提案 

〇職員の昼食時、突発的な健康への対応として休憩

室ベッドなどの配置を検討します。 

 

② 当該箇所については、 
「④福利厚生、働きやすく健康的な職場環境を整備します。」と抽象的

な表現で解りにくいとも思われます。 
 なお、平成２４年度末にまとめた庁内検討委員会の第一次中間報告

書では、職員の休憩スペースについて、以下のとおり記載しています。

・休憩室兼昼食場所は、会議室・課内打合せスペースとの併用を前提

とする。 
・職員の体調不良時に休める専用の休養室（簡易ベッド等設置）を男

女別に確保する。なお、当該室は会議室等との併用は不可。（法的要件）

 【計画書の修正あり】 
「④福利厚生、働きやすく健康的な職場環境を整備します。通常の

休憩室兼昼食場所は、会議室・課内打合せスペースとの併用で検討し、

職員が体調不良時に休める簡易ベッド等を設置した休養室は男女別に

専用に確保することで検討します。」 と修正する。 

 

③ 基本計画（案）P１１、4-1-(1）で「３案の中か

ら最もふさわしい整備手法を採用します」とあるが、

委員会としてＣ案を採用したのだから 「採用した」

旨の文章にすべきではないか。 

③ 第４章の整備手法の選定については、その手法や過程（Ｐ１１～

１３）は「します調」で表記し、結果の（Ｐ１４）は「ました調」で

表記してありますが、全てを「ました調」で示しても差し支えはない

ものと考えます。 

 【計画書の修正あり】 
当該章について、「ました調」を基本に統一する。 

④ 基本計画（案）P１１、4-1-(2）「よって提言書

での想定・・・10000 ㎡を採用します」とあるが委

員会として 11000 ㎡に決めたので訂正すべき 

④ Ｐ１１の②で１０，０００㎡、③で１１，０００㎡とした旨を記

載していますが、表４－１が間に入り込んでいるため、結論が見えづ

らいと思われます。 

 【計画書の修正あり】 
次のとおり一部入れ替え等して修正する。 

 記載順序を 

①は、原案とおり 

②は、算定結果として表４－１を記載 

③は、原案の②の文章部分とし、また、表記を「・・・よって提言書

での想定規模 10,000 ㎡が適正であることを再度確認しました。」と修

正。 

④は、原案③の文章のとおり。 
 ⑤ 基本計画（案）Ｐ１６（2）財源計画で「世代間

負担」の言葉は適当ではなく、削除する。 
⑤ 「一時的な財政負担の軽減と世代間負担を考慮し借入金により実

施します。」では、意図が十分伝わらないと思われます。 
 【計画書の修正あり】 

「一時的な財政負担の軽減、支出の平準化等を考慮して借入金により

実施します。」に修正する。 
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